
別紙様式2-1 提出先 神戸市

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善計画書（令和 5 年度）

1基本情報く共通＞

フリガナ シャカイフクシホウジンコウエイカイ

法人名 社会福祉法人弘英会

T 651-2312 l 

法人所在地 神戸市西区神出町南字谷畑368-119

フリガナ ツボウチエイイチ

書類作成担当者 坪内英一

連絡先 電話番号 I 078-737-3737 I E-mail I s u ma.sc.ko u e ika i@mist.cc n.n e j p 

【本計画書で提出する加算】※取得予定の加算について「0」、取得しない加算について「x」を選択すること。

回 叫悶闘塁9門
算

日介護職員間喜晶門改善加算日介護職9芝迄芳芸悶
援加算

2賃金改善計画についてく共通＞
•本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運裳状況（利用者数等）、人員配置状況（職員数等）その他の事由により変動があり得る。
• 本計画書2(2)、2(3)では以下の要件を確認しており 、 オレンジセルが「O」でない場合、加算取得の婆件を満たしていない。
］ ［処遇改善加算】介護職員の賃金について、処遇改善加算による賃金改善の見込領が、同加算の算定見込領を上回ること
n ［特定加算】介護職員及びその他の職員の賃金について、特定加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
m ［ベースアップ等加算】介護職員及びその他の職員の賃金について、ペースアップ等加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上匝

w ［全加算】処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないことを誓約すること

(1) 加算額を上回る賃金改善について（全体）
取得予定の加算の合計

① 令和 5 年度の加算の見込額 33,399,996円

賃金改善の見込額
② （①の加算の見込額を上回ること） 33,800,000円

(2) 加算額を上回る賃金改善について（内訳） 要件I 要件II 要件m

処遇改善加算 lo 特定加算 lo ベースアップ等加算 lo

① 令和 5 年度の加算の見込額 22,905,072円 6,094,344円 4,400,580円

賃金改善の見込額
② （①の各加算の見込額を上回ること）

(3) 23,100,000|円 (b) 6,200,000|円 (o) 4,500,000円

（記入上の注意】
• (a)には、処遇改善加算の算定により実施される介護職員の賃金改善の見込額を法人で計算し、直接記入すること。
• (b)には、特定加算の算定により実施される介護職員及びその他の職員の賃金改善の見込額を法人で計算し、直接記入すること。
• (c)には、本計画書5(1)に記入した介護職員及びその他の職員の賃金改善の見込額の合計が自動的に転記される。
• (a)~(c)には、それぞれの加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

(3) 加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことについて
• 上記に加えて、処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないことを下欄へのチェック（／）により誓約すること。

叫処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。 1←日要件IV

※「処遇改善加算等 による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、①「加算取得年度の賃金の総額」から「当該年度の各加算による
賃金改善所要額の総額」を除いた額と、②「前年度の賃金の総額」から「前年度の各加算額及び独自の賃金改善額」を除いた額を比較し、①の額が②
の額を下回らない（加算等の影響を除いた賃金領の水準を引き下げない）ことをいう。実精報告書では、これらの賃金額の具体的な記載を求めるた
め、詳細な考え方は、別紙様式3-1（実績報告書）2(3)を参照すること。
ただし、サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、 その事情を別紙様式5「特別な事
情に係る届出書」により届け出ることで算定要件を満たすこととする。














